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より、関連箇所を抜粋(一部、修正)。

関連条文

(私的使用のたN双)複製)

第三十条著作権の目合りとなってし、る薯作(以下この款におし、て
単に「著作物」としら。)は、

におし、て使用すること(以下「私的使用」という.)
を目θ災:するときは、次に掲げる場合を除き、その
するこンがτ味る。

公衆の1吏用に供することを目θ勺として:されている
(榎製の機能を有し、これに閔する装置の部又は

主要な部分が自ヒされてし、る機噐をいう。)、て複製
する場合

(以下略)^

^

乍柑

を行うことを

にれ〔こよ

の用に

ユーザに
まれるメリツト

行吾を限定 体を限定イ企業がクラウト 目的を限定
管理運用を支攘できない}

他の教機における複製等)

条学校その他の教機関(利として設置されているものを除く第三
は、そのにお

とする合には、必要と認められる限度において、公表された作を
することができる。ただし、当該作物の種類及び用途並びにその複製の部数及

び態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。

2 公表された著作物にっいては、前項の教育機関における授婁の過程において、当
に対して当該薯作をその原作品若しくは複製物を提供し、

場合又は当該著作を第三十八条第一の規定により上若しくは提示して利用す
は口述して利用する場合には、演し、演奏し、上映し、若

に対して公疲送信(自動公衆送P の 、

ー'ことができる。ただし、当該著作物のムーつ

の利益を不当に害する種類及び用途並びに当該公衆態楳に照ら
こととなる場合は、この限りでなし

新しいサーピスとの関係

ユーザ用行為を事業者が受託
・メディア吏換(植製・佃案・避偏)

るものであること^

とナよるぺきものであ
'{可飽、

クラウド毒墳でΦユーザ・コンテン^用
アーカイブノバウリアガ(複製・翻家・
量)
マルチデ1VスからΦアクセス(櫨製・圃
案・送)

ウエづ上のデ^Φ活用
ピウグデ→活用Φ赴^集・蕃稜・
分析(複製・便案・逸償)

主体・目的・イ丁為・手段を厳格1、限定コ

2

1.抜製等の行為主休
之r瓢的使用」(即条1棚

薯作権法上の課題

(送信可制ヒ

ιW地る「栓素工Σrフン」

第四十七条の六ι卜喪抑'近竺趨堆区t)、

剣公衆送1 の送1 元を婚ヌ11するた侵肋文字、番号、記号その他の符号をし、災以下この剰こ
当嫉事粟の一部を行いて同じ。)

含み、送信石1筬イヒされた情報の収集、整理及び揺供を政令で定める基独こ従って行う矧^
こおいて、喪信可盤る。)は、当1

(当悲碧作纐こ係る自削公衆送f肱X、て受信者を継ヌ吋るたa肋'1昏報の入
力を求めることその他の受信を卑鳳するた長肋手段が読Uら1'してし、る場合に商っては、当該自動

イ本へ公衆遇信の到割こてχ、て当該手段を郁じた者C))承藷を得たモ0こ限る。)にて其、て、

クラウド技衛印闘係
仮起化等(複製・醐寮・送信)

情報祈
4恨)でなし

1.複製等の行為主体
え「私的使用」(肋条1項)
3.「分衆」用自動複製樫罫
(即 1項1号)

4.「会

五箭τ.採才

ムには、必要と

した二;舶勺作

に作成さ

^^(

第三十七条の二聴覚隙害者その他こよる表現の1^{C酸豊φ主^ψの条及ぴ
)欠条第五珊Cおいて「聴覚隙害考等」という.

、公麦された薯作物であって、勢断「血子6侠如祁
こよη認礎される方式を含◆)。)1こよη公泉畭、提供され、又は(及び他

提系されて〔、るもの(当悲萎作物1メ外の蔚作物で、当ι妄落作柳こおいて複製されてし、るモゆその
他当接薯作物と一体として公衆に提供さtL又は掘禾されて〔、るものを含U以下この条にお〔、
て「聴覚芸作物」という.)にてχ、て、専ち駿覚陵誓考等で当該方式{こよっては当該聴覚萎作物を

こお(、て、それそ11当1妄各矧こf1朔することガ^な考の触こ供す貌"Xこ
者又はそ僻午籍を得た1凋を行うことができる。ただU当悲碧1乍撤こ訓、て、
考等が¥1朔するた麒こ考若しくは第七十九条のH甑権0)1霊定を賢ナた郵こよη、当該

必更な方ヌUこよる公衆への提供又は授テか1テわれて(、る場合健、こ し、

等一当譲薯こ1系る春富',九いT',れ安,争「吋るーとその他
燐1用するたNXこ必雲な方ヌUξより、複製し又は勣公衆送信6讐{
キ論)を行うこと。 hハの蛇岡

製すること考等向ナの貸出しの服こ供す一専ら当悲
1朔するた"Xこ星嘆な方式当該撤こ係る

による当酸声の複製と併せて行

(47条郎、驫理行の権剰制
41条の7、41^)

4現行Φ糧剰制慶短定闘条、
釘条、訂条倣期

フ.現行φ権利制霞須定(47
等)

^号゛験索埼a炭^

の記録又1才翻案(こtUこよη倉"乍した二}欠■勺碧作椒D記録を含キ、)を行("
"Xこ昆じ当該求献'する送信司能化さt1た'1吾纈こ係る送信元鼈牙1擶
当1妄記録熊1類こ記録さt、た当該碧作^貫製物く当該碧f乍桝こ係る当悲二}欠6、
複製物を含キ、以下この剣こおt、て「検素結果提供^録」とし、う.)のうち凱妄遇信 11符
矧こ係るものを廉、て当該毅

(情毅通信技術を利用し竃,各穣授供^仁必要な惰報処^、凌延舞蝿)

第四十七条の九薯イ乍1掘才、惰蝦通信の技術を利用する方法によr汁青報を提供
なる場合であって、当該授供を

'よ盃惰ギ閥理をイラうときは、その必要と'る^において、1醍媒体
マ仕翻案(これによ卿1作した二;舶、物のt己録を含む。)を行うことができる。

提供用記績こ係る萎1乍椒こ係る送1
で行訓眺送イ可樹蹴商っては国勾で行われたと
ること)を知う之卜倉は
化を含袈)を杵うτせ驫^、

(禎^

第三十七条公表さtLた薯作撤1、点主'、がM

2公表された薯作撤こメ、ては、電子計笠極、てこよη、記録媒体
に記鋒L又は公衆送f住曳遇又は碑j曳i讐釧公衆遇信の場合{こあっては送信司
観化を含◆%)を行うことができる。

3禎覚陞者その他視こよる表現以下この頂及び築百二条篇四

る限度において、t己鋤某体

録を含む。)を行うことができる。ただし、

ータペースの薯作物については、こ

時問を限定

公表項にお〔、て「視^害考等」という.)

る方式(視覚及U他の知撒こよη認識されされた薯作物であって、視覚こよηその簑,
る方式を含む。)fCよη公無こ提供さtL 又は揚〒されてし、るもの(当該萎作物以外の薯イ乍物で、
当該薯作物こおt、て複製されて〔帰ものその他当腹碧作物と一体として公馴こ擢供さtL又は捉
テ之れて〔、るモ肋を含む。以下この垣及ぴ伝^項にお〔、て「祖覚萎1乍物」と〔、う。)に訓、て、
専ら視害考等で当接方ヌUCよっては当1妄視覚薯作物を和^とガ^なの触こ供

オることその他こお〔、て、当該視作こ係るするた●Xι

、麒こしな方式によη、;製し、又は公泉送{億信可等燐1当悲視

る。ただL当鞍視薯f乍纐こ1、て、碧イ者又はそα午総を能化を含キ%)を行
公衆への提供又権の設定を寅ナた物こよη、当該方得た者若しくは第七十

は捉〒か行われてι哨場、4穀jで桝、

当1妻検素結畢謹供^

一

":2

(惰穣解桁^長め搾製靭

作権を

第四十七条の七矧乍物才、蛋子計算換じとる惰祈(多数の弼乍物その他の
大量4γt斉級から当謝青穣を禍成寄る語、音、影像その他の雲景に係る情報を抽

をいう。以下この条において同じ。)
^^
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